
☆
戦
争
・
浜
松
大
空
襲
と
平
和
憲
法

ー

戦
争
の
記
憶
を
新
た
に
し
、
平
和
憲
法
の
意
義
を
見
な
お
そ
う

ー

太
平
洋
戦
争
と
浜
松
大
空
襲

◆
太
平
洋
戦
争
（
一
九
四
一
年
一
二
月
～
一
九
四
五
年
八
月
）
の
末
期
、
浜
松
は
四
四
年
十
二
月

か
ら
四
五
年
八
月
一
日
に
か
け
て
二
七
回
の
米
軍
機
に
よ
る
空
襲
を
受
け
、
合
計
三
三
四
九
人

が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

◆
そ
の
間
で
最
も
激
し
か
っ
た
の
は
、
六
月
一
八
日
の
空
襲
で
Ｂ
二
九
百
機
、
焼
夷
弾
六
五
〇
〇

〇
発
、
全
焼
家
屋
一
五
二
一
八
戸
、
死
者
一
七
一
七
人
、
被
害
は
全
市
に
及
び
、
市
街
は
一
面

の
焼
け
野
原
と
な
り
ま
し
た
。
家
族
を
失
い
、
家
を
焼
か
れ
た
人
の
気
持
ち
を
想
像
し
て
み
て

下
さ
い
。
こ
れ
が
戦
争
の
実
態
で
す
。

日
本
国
憲
法
は
平
和
の
砦

◆
一
九
三
一
年
に
始
ま
り
、
一
五
年
間
続
い
た
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
で
は
、
ア
ジ
ア
近
隣
諸
国
の

人
二
千
万
人
、
日
本
人
三
百
万
人
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

◆
戦
争
が

齎

す
も
の
は
、
人
命
と
文
明
の
破
壊
で
あ
り
、
人
間
生
活
の
破
壊
で
す
。
そ
し
て
、
日

も
た
ら

本
は
こ
の
様
な
戦
争
を
二
度
と
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
世
界
に
宣
言
し
、
日

本
国
憲
法
を
定
め
た
の
で
す
。

憲
法
を
改
正
し
て
何
が
変
わ
る
か

◆
日
本
国
憲
法
は
三
つ
の
原
理
即
ち
、
一
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
、
二
、
国
民
主
権
、
三
、
恒
久

平
和
主
義
を
定
め
て
お
り
、
世
界
の
中
で
も
進
歩
的
で
優
れ
た
憲
法
で
す
。

◆
こ
の
す
ば
ら
し
い
憲
法
を
変
え
て
、
今
よ
り
良
く
な
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
外
国
で
は
憲

法
を
度
々
改
正
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、
憲
法
の
原
理
を
変
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
憲
法
改
正
問
題
が
盛
ん
に
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
平
和
を
維
持
増
進
さ
せ
る
た
め
に
大
切
な

先
の
三
つ
の
原
理
の
変
更
を
含
ん
で
い
な
い
か
。

◆
例
え
ば
基
本
的
人
権
を
制
限
し
た
り
、
国
民
の
主
権
を
時
の
首
相
と
内
閣
に
委
託
（
一
任
）
す

る
と
か
、
自
衛
隊
を
専
守
防
衛
か
ら
海
外
で
の
戦
争
に
も
参
加
で
き
る
軍
隊
に
変
質
さ
せ
る
と

か
、
改
正
案
の
内
容
を
十
分
吟
味
し
ま
し
ょ
う
。

二
〇
一
八
年
六
月
十
日
（
日
）
護
憲
平
和
行
進
（
通
算
６
１
６
回
目
）

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会

事
務
局

浜
松
市
中
区
紺
屋
町
三
〇
一
ー
一
五

★
月
例
護
憲
平
和
行
進

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合

六
・
一
八
浜
松
大
空
襲
と
平
和
憲
法
を
心
に
刻
む
集
会
・
講
演
会
の
お
知
ら
せ

講
演
「
６
・
１
８
浜
松
大
空
襲

戦
争
と
強
制
労
働
」

講
師

竹
内
康
人
氏

（
静
岡
県
近
代
史
研
究
会
会
員
、
近
代
史
に
関
す
る
著
書
多
数
）

日
時
・
会
場

六
月
十
八
日

(

月

)

午
後
六
時
三
十
分
～
八
時
三
十
分

遠
州
教
会
（
紺
屋
町)

共
催

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会
、
県
西
部
平
和
遺
族
会
、
日
本
友
和
会
静
岡
支
部

浜松市憲法を守る会のホームページは http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/→ 護憲浜松 で検索



日
本
国
憲
法

第
９
条

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権

の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手

段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

２

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。

国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。


